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2 はじめに

◼ 需給調整市場に約定しているリソースにおいて、需給制約（需給バランス制約）や、系統制約（送電容量制約）
が発生した場合、それぞれのルールに基づき出力制御が実施され、出力制御指令に対応している。

◼ ここで、系統制約の場合は約定したΔkWをリリースすること（代替不可申請）としているが、前日17時頃のリリース
判断以降に、混雑想定が変化しリリース対応が間に合わないケースがあることや、需給制約の場合はリリースをしない
ことから、いずれの出力制御であっても、調整力指令との重複が発生し得ることになる。

◼ また、出力制御信号（通信設備）や調整力商品区分等によっても対応が異なり得るといった複雑性が存在する。

◼ 今回、上記の課題や複雑性に加えて、今後、ノンファーム型接続電源をはじめとする対象となり得るリソースが増加し
ていくことを踏まえ、調整力指令と出力制御指令が重複した場合の取り扱いとして、重複時の応動対応や、需給調
整市場におけるアセスメントⅡ対応に関する整理を行ったためご議論いただきたい。
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5 調整力リソース（ΔkW）における出力制御について（１／２）

◼ 出力制御※1については、電気が需要以上に発電されて余った時に発生する「需給制約（需給バランス制約）」と、
送電線や変圧器に流すことのできる電気の量の超過、いわゆる系統混雑に伴う「系統制約（送電容量制約）」に
よるものの２種類が存在する。

◼ 需給制約の場合は優先給電ルール、系統制約の場合は出力制御ルールにより、それぞれ定められた順序にて出力
制御が実施されることになるが、ともに実需給の前日17時頃にまずもっての実施有無が判断されることになる。

◼ ここで、需給調整市場に約定しているリソースにおいて、系統制約の場合は、系統混雑状況によって調整力が発動
できない際は、基本的にΔkWのリリース※2（代替不可申請）を行うことになるが、当日GCまでに混雑見通しが悪
化した場合は、リリース対応が間に合わない可能性もある。

◼ また、需給制約の場合は、系統制約時のようにΔkWのリリースは実施されないため、いずれの出力制御時においても、
調整力指令との重複が生じ得ることになる。

※1 出力制御指令は各制約に伴って遵守すべき出力上限値（≦最大受電電力）を指令（通知）
するものであり、調整力指令とは異なり、その値で出力させることを指令するものではないことに留意

※2 各リスト・パターンにおいては、構成リソースの混雑/非混雑系統が混在する場合や、同混雑系統内で
あっても、出力制御の有無が異なる場合もあるため、ΔkWのリリースができない場合もある



6 調整力リソース（ΔkW）における出力制御について（２／２）

◼ 前頁では調整力指令と出力制御指令が重複する可能性を示したが、出力制御時の制御信号（通信設備）には
以下の２通り※の方法があり、方法Bに関しては、調整力指令の中に出力制御指令を包含しているため、実質的に
両指令の重複は生じ得ないことになる。

【方法A】：調整力指令と出力制御指令（出力上限値を通知）が別々 ・・・両指令の重複が生じ得る

【方法B】：調整力指令の中に出力制御指令を包含 ・・・１指令のみ

◼ 適用区分は、単独発電機か各リスト・パターンか、ノンファーム型接続かファーム型接続かによって使い分けされており、
ノンファーム型接続の単独発電機に関しては、エリアにより方法Aか方法Bで異なっている。（適用区分は次頁参照）

出所）第50回系統WG（2024年3月11日）資料2
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/050_02_00.pdf

※ オンラインでの出力制御指令の場合であり、ファーム型接続はオフライン出力制御指令（電話・メール等による指令）もありえる

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/050_02_00.pdf


7 （参考） 出力制御指令の適用区分について

◼ 出力制御指令の適用区分については、下表のとおり※。余力活用契約のある単独発電機において、ファーム型接続
の場合、基本的に全エリア共通で方法Bとなっているが、ノンファーム型接続の場合、エリアによって方法Aと方法Bが
異なっている状態。（各リスト・パターンはすべて方法Aとなる）

余力活用契約
(一次調整力のみを除く）

通信方式 出力制御の適用区分※1

有無 契約単位 調整力指令 出力制御指令 ファーム型接続 ノンファーム型接続

あり

単独発電機 専用線オンライン
専用回線※2 方法B（または方法A※3） 方法Aまたは方法B

インターネット※2 方法B（または方法A※3） 方法Aまたは方法B

単独発電機 簡易指令

専用回線※2 方法B（または方法A※3） 方法Aまたは方法B

インターネット※2 方法B（または方法A※3） 方法Aまたは方法B

電話・メール オフライン

各リスト・パターン
専用線オンライン

簡易指令

専用回線 方法A 方法A

インターネット 方法A 方法A

電話・メール オフライン

なし
単独発電機

各リスト・パターン
専用線オンライン

簡易指令

専用回線 方法A 方法A

インターネット 方法A 方法A

電話・メール オフライン

※本表は現状での実装方法であり、今後変更し得ることに留意

※1 方法Aまたは方法Bのどちらを採用するかは属地TSOにより異なる
※2 方法Bは調整力指令の中に出力制御指令を包含するため出力制御指令用の通信設備は不要

（出力制御指令用の通信設備の設置を求めていない場合も含む）
※3 出力制御機能付PCS等が設置されている場合、方法Aによる出力制御を行う場合がある



8 （参考） 需給バランス制約による出力制御（優先給電ルール）

調整電源

非調整火力等

出所）第52回系統WG（2024年9月18日）資料1をもとに作成
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/052_01_00.pdf

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/052_01_00.pdf


9 （参考） 送電容量制約による出力制御（出力制御ルール） 

出所）広域機関HP:系統の接続および利用ルールについて（2024年7月1日更新）
https://www.occto.or.jp/assets/grid/business/documents/matome.pdf

https://www.occto.or.jp/assets/grid/business/documents/matome.pdf


10 （参考） 出力制御における「調整電源」の扱いについて

出所）広域機関HP:系統の接続および利用ルールについて（2024年7月1日更新）
https://www.occto.or.jp/assets/grid/business/documents/matome.pdf

◼ 出力制御における下げ調整では、下げ調整に関する余力活用契約（一次調整力のみを除く）を締結するリソース
のみが「調整電源」として扱われる。

◼ その他リソースは、下げ調整に関する調整力契約が存在しないため「非調整電源」として扱われることになる。

https://www.occto.or.jp/assets/grid/business/documents/matome.pdf
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12 調整力指令と出力制御指令の重複時の対応について（１／２）

◼ 前章のとおり、調整力指令と出力制御指令の重複に関しては、出力制御指令が方法Aの場合に加えて、オフライン
指令（電話・メール等による指令であり、ファーム型接続に限る）の場合であっても、両指令が別々に存在するため、
単独発電機、各リスト・パターンともに重複が起こり得ることになる。

◼ 重複時の優先順位は、第50回系統WG（2024年3月11日）にて、「出力制御指令＞調整力指令＞計画値」
とし、出力制御指令の上限※を超えない範囲で、極力調整力指令に従うことと整理されている。

出所）第50回系統WG（2024年3月11日）資料2
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/050_02_00.pdf

※ 出力制御指令は出力上限値を与えるものであり、その値で出力することを指令するものではないことに留意

https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/050_02_00.pdf


13 調整力指令と出力制御指令の重複時の対応について（２／２）

◼ 前頁の優先順位を踏まえると、調整力指令が出力制御指令を上回った場合においても、出力制御指令を優先し、
通知された出力制御上限を超えない範囲で、極力調整力指令に従う整理となるが、出力制御上限を超過した
調整力指令の場合は、ΔkWの要件を超える調整力指令となるため、アセスメントⅡの対象外として扱うことになる。

◼ これに加えて、下げ調整に関する余力活用契約の締結がなく、BG計画値未満の出力制御上限の場合についても、
同様にΔkWの要件を超える調整力指令となるため、アセスメントⅡの対象外として扱うことになる。

◼ これらの点も踏まえて、一次調整力以外の単独発電機において、調整力指令と出力制御が重複した場合の対応を
下表のとおり整理する。

出力制御方法※
需給制約および系統制約

調整力提供者の対応 アセスメントⅡ（需給調整市場）

方法A
調整力指令と出力制御

指令の両方を送信
出力制御上限を超えない範囲で

調整力指令（ない場合は計画値）に従う

出力制御上限超過の調整力指令の場合
または

下げ調整に関する余力活用契約がなく、
BG計画値未満の出力制御上限の場合

アセスメントⅡ対象外

上記以外の場合、取引規程に基づく判定

オフライン
電話・メール等

（ファーム型接続のみ）

＜調整力指令と出力制御指令が重複した場合の対応（一次調整力以外・単独発電機）＞

※ 方法Bに関しては、調整力指令のみとなり重複が発生しないため、記載を省略している



14 出力制御時におけるアセスメントⅡ判定について（一次調整力以外の場合）

◼ 単独発電機において、一次調整力以外が約定した場合のアセスメントⅡ対象判定イメージは下図のとおり。

◼ 前提として、調整力指令と出力制御指令が重複した場合、優先順位を「出力制御指令＞調整力指令＞計画値」
として、出力制御指令の上限を超えない範囲で、調整力指令（ない場合は計画値）に従ってもらう。

✓ 出力制御上限を超える調整力指令を行った場合は、ΔkWの要件を超える指令として、アセスメントⅡの対象外

✓ 出力制御上限がBG計画未満で調整力指令値がなく（＝計画値もしくはゼロ指令とみなす）、出力制御指令
に従うケース（下図C-オ）においても、BG計画値通りの応動をしないよう、出力制御指令を優先していただくこと
から、ΔkWの要件を超える指令として、アセスメントⅡの対象外

a.出力制御上限＞BG計画 b.出力制御上限＝BG計画 c.出力制御上限＜BG計画

イメージ

指令の
優先順位

出力制御指令＞調整力指令＞計画値 同 左 同 左

アセスメントⅡ
出力制御上限の範囲で

取引規程にもとづくアセスメント
同 左 アセスⅡ対象外

ΔkW

出力制御上限

LFC・EDC指令値

BG計画

※1 指令がない場合、計画値もしくはゼロ指令と見なす

対象 対象外アセⅡ 対象外 対象外アセⅡ 対象外 対象外アセⅡ
対象外
※2

対象外
※2

ΔkWの要件を
超える指令

対象 対象 対象外

※1

(ア)  (イ)   (ウ)  (エ)  (オ) (ア)  (イ)   (ウ)  (エ)  (オ) (ア)  (イ)   (ウ)  (エ)  (オ)

※1

対象 対象 対象外

指令なし

※１

ΔkWの要件を
超える指令

指令なし指令なし

ΔkWの要件を
超える指令

※2 下げ調整の余力活用契約がある場合はアセスメントⅡの対象

（下げ調整の余力活用契約がない場合の例）

対象外
※2



15 【補論】 一次調整力における出力制御毎の対応について

◼ 一次調整力に関しては、調整力指令がなく周波数変動に応じた自端制御となるため、その他の調整力商品のように、
調整力指令と出力制御指令の重複という概念は存在しないことになる。

◼ この自端制御による調整力応動分に関しても、本来的には出力制御指令の上限内での応動が望ましく、出力制御
方法が方法Aの場合であれば、出力制御機能付きPCSにより、出力制御上限を考慮した応動（上限で頭打ち）
が可能であるが、出力制御上限値がΔkW約定量に干渉する場合には、上記の応動によっては適切にアセスメントが
できない可能性があるため、干渉する場合においてはアセスメントⅡ対象外としてはどうか。

◼ 他方、出力制御方法がオフラインの場合は、出力制御の上限値を考慮した調整力応動は難しいと考えられるため、
出力制御上限を考慮せず周波数変動に応じて応動いただくこととしてはどうか。

◼ これらは今後、調定率が小さいリソースの割合が増加することで、調整力応動や出力制御に影響を及ぼす可能性も
予想されるため、調整力の発動も考慮して出力制御上限を発出できるような仕組み等を検討していくこととしたい。

＜一次調整力における出力制御方法毎の対応（単独発電機）＞

※1 方法Bに関しては、出力制御指令も発出されないため、記載を省略している

出力制御方法※1
需給制約および系統制約

調整力提供者の対応 アセスメントⅡ（需給調整市場）

方法A
調整力指令と出力制御

指令の両方を送信

出力制御上限で頭打ち
上限内で調定率に基づき応動

出力制御上限がΔkW約定量に干渉する場合
アセスメントⅡ対象外※2

オフライン※3

電話・メール等
（ファーム型接続のみ）

出力制御上限は考慮不要※3,※4

調定率に基づき応動

下げ調整に関する余力活用契約がなく、
BG計画値未満の出力制御上限の場合

アセスメントⅡ対象外※2

※3 一次を含む複合約定の場合も一次分の応答による出力制御上限の超過は許容する
※2 記載した事項以外は取引規程に基づく判定

※4 BG計画値未満の出力制御上限の場合は、出力制御上限まで出力を下げた上で、調定率に基づき応動



16 （参考） 出力制御時における想定誤差について

出所）流通設備混雑による再生可能エネルギー発電設備の出力抑制に関する検証結果の公表について
https://www.occto.or.jp/assets/oshirase/shutsuryokuyokusei/2025/files/250625_sankoushiryo2_chubu.pdf

◼ 系統制約に伴う出力制御にあたっては、一定のリスクを考慮した想定誤差量を織り込み出力制御を実施している。

◼ 需給制約に伴う出力制御に関しても同様に、一定の想定誤差量を織り込んだ出力制御を実施しているが、現在、
将来的な環境変化も踏まえ、より適切な下げ調整力確保量に関する課題が検討されている状況である。

出所）第50回系統WG（2024年3月11日）資料1
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/050_01_00.pdf

＜系統制約＞ ＜需給制約＞

https://www.occto.or.jp/assets/oshirase/shutsuryokuyokusei/2025/files/250625_sankoushiryo2_chubu.pdf
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/050_01_00.pdf


17 出力制御時におけるアセスメントⅡ判定について（一次調整力の場合）

◼ 単独発電機において、一次調整力が約定した場合のアセスメントⅡ対象判定※1のイメージは下図のとおり。

◼ 前提として、一次調整力は自端制御のため、調整力指令が存在せず、出力制御上限を考慮した調整力応動が
難しいが、方法Aによる出力制御の場合は、出力制御機能付きPCSにより上限を考慮した応動が可能となる。

✓ 出力制御上限がΔkW約定量に干渉しない場合（下図a-ア）、通常のアセスメントⅡを実施

✓ 出力制御上限がΔkW約定量に干渉する場合（下図a-イ、b）、アセスメントⅡの対象外※2

✓ 出力制御上限がBG計画未満の場合（下図C）、アセスメントⅡの対象外

a.出力制御上限＞BG計画 b.出力制御上限＝BG計画 c.出力制御上限＜BG計画

イメージ

指令の
優先順位

出力制御指令＞(調整力指令）
＞計画値

同 左
同 左

(出力制御上限を基準に応動)

アセスメントⅡ
出力制御上限の範囲で

取引規程にもとづくアセスメント
アセスメントⅡ対象外※ アセスメントⅡ対象外

ΔkW

出力制御上限

BG計画

対象 対象アセⅡ 対象外※ 対象外※アセⅡ 対象外 対象外アセⅡ対象外※ 対象外※ 対象外

(ア) (イ)

GF応動イメージ

※1 一次を含む複合約定の場合は、GF・LFC・EDCの許容範囲を加算しp14に準じてアセスメントⅡを実施
※2 出力制御方法がオフラインの場合は、アセスメントⅡ対象となる

（出力制御方法が方法Aの場合をベースにした例）

※ 出力制御方法がオフラインの場合は、アセスメントⅡ対象となる



18 出力制御時におけるアセスメントⅡ判定について（各リスト・パターン）

◼ 各リスト・パターンにおいても、優先順位は、単独発電機の場合と同様に「出力制御指令＞調整力指令＞計画値」
となるが、約定ΔkWの対象地点について、混雑系統か非混雑系統に区分することができないという点が異なる。

◼ この点、エリア内の全地点で出力制御される場合や、単独地点で各リスト・パターンを組成する場合は、対象地点が
出力制御対象か否かが明確ともいえるが、すべての発電リソース、ネガポジ型リソースが出力制御の対象となっている
訳ではないため、各リスト・パターン内には出力制御されていないリソースが存在する可能性がある。
（例：10kW未満の蓄電池は需給バランス制約による出力制御の対象外）

◼ 加えて、各リスト・パターン内のこれらリソース個別のΔkW約定量や指令量はアグリゲーターにて分配していることから、
TSO判断だけによって出力制御を考慮したアセスメントⅡの対象判定が困難である。

◼ すなわち、「選択されたパターンのリソース容量の何％が出力制御対象となった場合は対象外」といった基準を定める
ことは困難であるといえるため、各リスト・パターンにおける出力制御時の調整力発動のアセスメントⅡとしては、まずは、
出力制御がない場合と同様に実施するが、アセスメントⅡ不適合通知後の事業者の申し出に基づき、出力制御な
かりせばとして、許容範囲を拡大したアセスメントⅡを再度実施※することとしてはどうか。

※ 個別地点の発電計画が把握できないリソース（低圧リソース、機器個別リソース等）については許容範囲拡大の対象外とする



19 （参考） 系統混雑時の需要リソースを含む各リスト・パターンの扱い

◼ 需要リソースを含む各リスト・パターンのΔkWについては、現行、リソース単位ではなく、小売電気事業者単位で基準
値計画を提出することとなっており、約定ΔkWについては、混雑系統と非混雑系統に区分することができないため、
当面の間、ΔkWの代替確保の対象外と整理されている。

◼ 同様に、ΔkWのリリース時も混雑/非混雑系統の区分が判別不可となるため、運用を考慮すると、対象外となるが、
需要リソースを含む各リスト・パターンのΔkWのリリースについては、将来的な対応方法（リスト・パターンについて混雑
/非混雑系統で分割することも含め）を検討する必要があるか。

出所）第38回需給調整市場検討小委員会（2023年4月26日）資料4
https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/38.html

https://www.occto.or.jp/iinkai/jukyuchousei/38.html


20 （参考） 需給制約時の出力制御区分について（エネ庁HP）

出所）エネ庁HP：「経済的出力制御（オンライン代理制御）の精算方法等について」をもとに作成
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/08_seisan.html

https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/grid/08_seisan.html


21 各リスト・パターンにおける再アセスメント方法について

◼ 事後的なエビデンスの提出によって実施する、「出力制御なかりせばとして、許容範囲を拡大したアセスメントⅡ」 は、
出力制御により供出不可となったΔkW量に応じて、アセスメントの許容範囲を広げて再判定することを考える。

◼ 具体的には、異議申し立ての形で、事業者より属地TSOに申告いただいた出力制御地点のΔkW約定量をもとに、
当該地点の発電計画、出力制御上限値から、出力制御により供出不可となったΔkW量を算定し、許容範囲上の
下限を引き下げて再判定することでどうか。（下図のイメージ）

出力制御により供出不可となったΔkW量（＝許容範囲引き下げ量）
出力制御地点の発電計画 15MW + 出力制御地点のΔkW約定量 5MW
－ 出力制御上限値 5MW ＝ 15 MW

+

35M
W

調
整
力
指
令

（
差
分
指
令
）

アセスメントⅡの許容範囲（異議申し立て前）
調整力指令 35MW ± ΔkW約定量 40MW×10% ＝ 31MW ～ 39MW

再アセスメントⅡの許容範囲（引き下げ後）= 16MW ～ 39MW

ΔkW約定量
40MW

＜再アセスメントⅡによる許容範囲拡大のイメージ＞



22 （参考） 各リスト・パターンにおける再アセスメント方法について（具体的なフロー）

ΔkW約定量
40MW

アセスメントⅡ

アセスメントⅡの許容範囲
調整力指令 35MW ± ΔkW約定量 40MW×10%

＝ 31MW ～ 39MW

＜アセスメントⅡの許容範囲＞
（通常のアセスメントⅡと同様）

＜再アセスメントⅡの許容範囲＞
（出力制御なかりせばとして再算定）

ΔkW約定量
40MW

出力制御地点の発電計画 15MW

出力制御地点のΔkW約定量※ 5MW

※事業者申告量

出力制御上限値 5MW

出力制御により供出不可となったΔkW量（＝許容範囲引き下げ量）
出力制御地点の発電計画 15MW + 出力制御地点のΔkW約定量 5MW
－ 出力制御上限値 5MW ＝ 15 MW

再アセスメントⅡの許容範囲（引き下げ後）= 16MW ～ 39MW

パターン内の１地点
(出力制御地点)を抜粋

基準値 基準値

基準値

+

35M
W

調
整
力
指
令

（
差
分
指
令
）

基準値

+

35M
W

調
整
力
指
令

（
差
分
指
令
）

アセスメントⅡ



23 出力制御時における「調整／非調整」判定について

◼ 需給調整市場における「調整／非調整」判定は、ΔkW約定がある場合「調整」判定としている。また、下げ調整の
余力活用契約がない場合で、BG計画値未満の出力制御を実施した場合には「非調整」判定とされることになる。

◼ 他方、各リスト・パターンの場合においては、以下の理由により、「調整／非調整」判定は、出力制御指令に依らず、
ΔkWの約定有無のみで行うこととしてはどうか。

✓ 出力制御の対象地点を「非調整」判定、その他を「調整」判定とすることも考えられるが、低圧リソースは群単位での発電計画
提出となるため個別地点での判定を行うことは困難。また、各リスト・パターンに登録するリソースを地点単位の計画提出とする
ことも広域機関システム等の負荷を考慮すると困難と考えられる。

✓ 各リスト・パターンにおいて、下げ調整の余力活用契約がなく、BG計画値未満の出力制御が実施されたリソースを含む場合、
各リスト・パターン単位で「非調整」扱いとなり、調整力指令に応じたリソースまで「非調整」として精算されてしまう。

出所）取引ガイド（全商品）第9版（2026年4月1日）
https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_ver.9_260401.pdf

https://www.eprx.or.jp/outline/docs/guide_ver.9_260401.pdf


24 目次

1. 調整力リソースの出力制御について

2. 調整力指令と出力制御指令の重複時の対応について

3. まとめ



25 まとめ（１／２）

◼ 今回、需給調整市場に約定しているリソースにおいて、需給制約あるいは系統制約により出力制御が発生した際に、
調整力指令との重複があった場合の応動対応やアセスメントⅡ対応を整理※した。（次頁にまとめた表あり）

◼ また、需給調整市場への参入リソースが「各リスト・パターン」の場合も基本的には同様の対応となるが、単独発電機
と異なり、約定ΔkWの対象地点について、混雑系統か非混雑系統に区別することができないことや、リソース種別や
規模によっては出力制御の対象外となるものも存在すること等を踏まえ、各リスト・パターンの場合は、事業者の個別
申し出に基づき、出力制御なかりせばとして、許容範囲を拡大したアセスメントⅡを再度実施することとしてはどうか。

◼ 加えて、出力制御時における各リスト・パターンの「調整／非調整」判定については、上述同様に個別地点での判定
が困難であること等から、ΔkW約定の有無のみで判定することとしてはどうか。

◼ 今後、調定率の小さい一次調整力リソースの割合が増加してきた際に、調整力応動や出力制御に影響を及ぼす
可能性がある部分については、今後の課題として仕組みを検討していくこととしたい。

※ 基本的な対応は今回整理したとおり（次頁の表）であるが、属地TSOとの給電申合書等
により、基本的な対応以外の取り扱いについて取り決められる場合があることに留意



26 まとめ（２／２）

◼ 調整力指令と出力制御指令が重複した場合の応動対応やアセスメントⅡ対応は下表のとおり。

出力制御方法 契約単位

一次調整力以外の部分 一次調整力の部分

調整力提供者
の対応

アセスメントⅡ
（需給調整市場）

調整力提供者
の対応

アセスメントⅡ
（需給調整市場）

方法A
調整力指令と出力制
御指令の両方を送信

単独発電機
各リスト・パターン

出力制御上限を超えな
い範囲で調整力指令

（ない場合は計画値）
に従う

出力制御上限超過の
調整力指令の場合

または
下げ調整の余力活用
契約がなく、BG計画値
未満の出力制御上限

の場合
アセスメントⅡ対象外※1

出力制御上限で頭打ち
上限内で調定率に基づ

き応動

出力制御上限がΔkW
約定量に干渉する場合
アセスメントⅡ対象外※1

オフライン
電話・メール等

（ファーム型限定）

単独発電機
各リスト・パターン

出力制御上限は
考慮不要※2,※3

調定率に基づき応動

下げ調整の余力活用
契約がなく、BG計画値
未満の出力制御上限

の場合
アセスメントⅡ対象外※1

方法B※4

調整力指令に
出力制御指令を包含

単独発電機 調整力指令に従う 取引規程に基づく判定 調定率に基づき応動 取引規程に基づく判定

※2 一次を含む複合約定の場合も一次分の応答による出力制御上限の超過は許容
※3 BG計画値未満の出力制御上限の場合は出力制御条件まで出力を下げた上で、調定率に基づき応動

※1 記載した事項以外は取引規程に基づく判定。ただし、各リスト・パターンの場合はアセスメントⅡ不適合通知後の個別申し出
に基づき、出力制御なかりせばとして、許容範囲を拡大したアセスメントⅡを再度実施

※4 方法Bに関しては、調整力指令のみのため重複は発生しないが、平仄を合わせて表中に記載
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